
問題行動に対する地域における行動連携推進事業

～問題行動児童生徒の自立支援のためのシステムづくり～

学校
児童生徒・保護者

教育センター、青少年
センター、児童自立支
援施設、ＮＰＯ等に設
置

〔活動内容〕

・学習支援

・勤労体験活動

・スポーツ活動

・芸術活動 等

連携・連
絡・情報
交換

有識者による評価検討
委員会の設置

【文部科学省】 活動状況の報告

学校・教育委員会・関係機関（児童
相談所、保護司、児童委員、精神科
医、警察など）からなるサポートチー
ムの組織化など、地域における支
援システムづくりを行う。

サポートチーム等地域支援システム

４７地域×４ヶ所

自立支援教室の設置

４７地域×２ヶ所

学校復帰等
への支援

助言・援
助・相談

連携・相
談・情報
交換
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